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適正使用情報サイト 

利用マニュアル 

- ユーザー登録 ・ 講習受講 ・ 理解度確認試験について - 
 

 
 
 
 
 
 

メサペイン®錠を処方するには、 適正使用講習（e-learning または集合形式の講 

習）の受講および理解度確認試験に合格し、 「処方可能医師」 としてご登録いただ 

く必要があります。 
 
 

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 へのご登録方法、 適正使用講習（e-learning） 

の受講方法、および理解度確認試験の実施方法、 適正使用のための関連資材の閲覧

方法等についてご案内いたします。 
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ご案内 
 

 

 メサペイン®錠は、QT 延長のリスクがあり、薬物動態の特性、不完全な交差耐性により過量投与や呼吸抑制のリスクが

高いことから、他の強オピオイド鎮痛薬による疼痛管理が困難である患者さんに対してのみ使用を検討すべき薬剤として、 

 
     「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛 

                 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌」 
 

 

を効能又は効果として承認されました。 

 

 また、上記の特性から本剤は、下記の承認条件が付与されております。がん疼痛の治療に精通し、本剤のリスク等につ

いて十分な知識を持つ医師のもと、個々の患者さん毎にベネフィットとリスクを諮り、他の強オピオイド鎮痛薬の使用による

疼痛管理が困難な患者さんに対して、本剤の使用がどれだけ QOL 改善に繋がるかを総合的に検討した上で、本剤の使

用をご判断ください。 

 
 本剤を適正にご使用いただくため、本剤を処方する際には、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）

を受講いただき、かつ、理解度確認試験に合格し、「処方可能医師」として登録されている必要があります。 
 

 

 本冊子では 「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 へのご登録方法、適正使用講習の受講方法、理解度確認試験

の実施方法、適正使用のための関連資材の閲覧方法等をご案内しておりますので、ご活用いただきますようお願い申し

上げます。 
 
 
 

承認条件 
 
 

がん性疼痛の治療に精通した医師によってのみ処方 ・ 使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明 

できる医師 ・ 医療機関 ・ 管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医 

療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。 
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【1. メサペイン®錠の流通管理体制】 

メサペイン®錠を処方する際には、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講いただき、かつ、理解度

確認試験に合格し、 「処方可能医師」 としてご登録いただいている必要があります。 
 

 

 

①オピオイド鎮痛薬によるがん疼痛治療経験を 3 年以上有する医師 

②「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針について」（平成 20 年 4 月 1 日付健発第 0401016 号） 

 に準拠した緩和ケア研修会（日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト）を終了している医師 等 
 

 

承認条件（P2 参照）における 「がん性疼痛の治療に精通した医師」 として、上記①または②の場合を推奨要件としています。 

①または②に該当しない場合 (研修医など) は、「情報閲覧」でのご登録をお勧めさせていただいております。 
 

 
 
 
 

メサペイン®錠は、医療用麻薬製剤であり、麻薬および向精神薬取締法の規制を受けます。 

医療用麻薬製剤の施用ができる者は、医師、歯科医師、獣医師のみに限られており、治療目的で医療用麻薬製剤を使

用する可能性のある医師等は、個人ごとに麻薬施用者の免許を取得する必要があります。 
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【２. ユーザー登録の全体の流れ】 

 以下の手順で、 「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 のユーザー登録を行ってください。 
 

ご申請の流れ 

 
 

 
 

 
 
 

※ご本人様確認のため、 「メサペイン®錠流通管理窓口」よりお電話する場合がございます。 
 

① 「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 のユーザー登録申請フォームからメールアドレスを登録してください。 *1
 

 

＊1︓流通管理担当会社 MR より 「ユーザー登録申請書」 を提出いただくことでもユーザー申請が可能です。「ユーザー登録申請

書」 によるご申請を希望される場合は、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 または流通管理担当会社 MR へご相談ください。 
 

② 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、  「メサペイン®錠流通管理窓口」 より登録用 URL を記載

したメールをお送りいたします。 

 

③ 登録用 URL から、申請内容を入力してください。 

 

④申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 より申請受付メールをお送

りいたします。 

 
⑤ 申請内容を 「メサペイン®錠流通管理窓口」 で確認いたします。 

  ご本人様確認のため、 「メサペイン
®
錠流通管理窓口」 よりお電話をさせていただく場合がございます。 *2 

 
一部医療機関を除き、 ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的︓「情報閲覧のみ」 

を除く）、 「施設確認調査シート」 をご提出いただきます。 提出が必要な場合は、 流通管理担当会社 MR か 

らご案内いたします。 
 

 

＊２︓先に流通管理担当会社 MR から 「ユーザー登録予定 医師 ・ 薬剤師 連絡シート」 を提出いただいている 場合、ご本

人様確認はございません。 
 
 

⑥ ご本人様確認後、 登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、 「メサペイン®錠流通管

理窓口」 より 「ユーザー登録完了のご連絡」 メールをお送りいたします。 
 

 

⑦  「ユーザー登録完了のご連絡」 メールに記載の URL をクリックし、パスワードを設定いただくと 「メサペイン®錠

適正使用情報サイト」 へログインができます。 

  「処方医師」 としてのご登録を申請された場合は、 詳細情報入力画面が表示されますので、オピオイド鎮痛薬

によるがん疼痛治療歴 [ 経験年数 ] 等をご入力ください。 
 
 

ご登録後、適正使用講習（ｅ- learning または集合形式での講習）を受講し、理解度確認試験に合格すると 「処方

可能医師」 として登録されます。 
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【３. 具体的な登録申請方法】 

 ■ユーザー登録申請 

  「メサペイン
®
錠適正使用情報サイト」 トップページから、 「医師専用」 内の 「ユーザー登録申請」 のボタンをクリックします。 

  （下図赤枠箇所） 
 

 

＜「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 トップページ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜「医師専用」 内 「ユーザー登録申請」＞ 
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■個人情報の取り扱いに関する同意画面  

ご利用規約や個人情報の取り扱いに関する内容をご一読いただ 

き、 ご同意いただける場合には、 「個人情報の取り扱いに関して 

同意する」 にチェックを入れ、 メールアドレス登録画面へお進みく 

ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

■医師専用メールアドレス登録画面  

メールアドレス、メールアドレス（確認用）を入力し、送信ボタンを

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

メールアドレスの登録が完了しましたら、ご入力いただいたメールアドレス宛に、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 より 「ユーザー

登録申請のお願い」 メールをお送りいたします。 
 

 

＜メールサンプル︓ユーザー登録申請のお願い＞ 

 送信元 :info@e-teiyaku.jp 

 件名 : 【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】 ユーザー登録申請のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@e-teiyaku.jp
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■申請フォーム入力 

下記の項目を入力してください。 

  ・ お名前 

  ・ ふりがな 

  ・ 登録目的 

 ・ 処方予定 

  ・ 勤務先情報 

  ・ 連絡可能時間帯 

（必須） 

（必須） 

（必須） 

（必須） 

（必須） 

（必須） 

  ・ 流通管理担当会社 （表示された場合のみ必須） 

  ・ 所属部科 ・ 診療科 

  ・ その他勤務先電話番号 
 

処方をお考えの場合は、 登録目的で 「処方医師」 を選択ください。 

それ以外は 「情報閲覧のみ」 を選択ください。 

・ 「情報閲覧のみ」で「適正使用講習（e-learning）」の受講を希望される場合は、「e-learning受講希望」にチェ

ックをお願いいたします。 

・ 登録目的や e-learning 受講希望有無は後から 「プロフィール」 より変更申請ができます（P16 参照）。 

・ 「情報閲覧のみ（e-learning受講希望無し）」 の場合でも、 「関連資材」 メニューより 「e-learning 教材」 を

閲覧することができます。 
 

 

※ ご本人様確認のため、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 よりお電話をさせていただく場合がございます。 

「所属部科 ・ 診療科」、 「その他勤務先電話番号」（※施設の検索で表示されるご所属の施設のお電話番号へご

連絡いたします。携帯電話のお電話番号へは、 原則としてご連絡いたしません）もご入力いただきますと、確認をより

円滑に実施できます。 

※ 登録画面で入力されたメールアドレスがログイン時の ID となります。 
 

 

申請後、登録画面でご入力いただいたメールアドレス宛に、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 より 「申請受付メール」を 

お送りいたします。 

 

＜メールアドレスおよび件名＞ 

 送信元 : info@e-teiyaku.jp 

 件名 : 【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】 ユーザー申請受付のご連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@e-teiyaku.jp
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【４. ご本人様確認および 「ユーザー登録完了メール」 の受領】 

申請受付後、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 で申請内容を確認いたします。 翌営業日中の連絡可能時間帯に、 「メサ

ペイン®錠流通管理窓口」 よりご本人様確認のお電話をさせていただく場合がございます。 

※先に流通管理担当会社 MR から 「ユーザー登録予定 医師 ・ 薬剤師 連絡シート」 を提出いただいている場合、 ご

本人様確認はございません。 
 
 
 

ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的︓「情報閲覧のみ」 を除く）、 「施設確認調査シート」 

をご提出いただきます。 提出が必要な場合は、 流通管理担当会社 MR からご案内いたします。 

「施設確認調査シート」 にご記入いただき、 施設代表者のご署名の上、 流通管理担当会社 MR へご提出ください *。 
 

 

＊厚生労働省の定める、 「都道府県がん診療連携拠点病院」、 「地域がん診療連携拠点病院」、 「特定領域がん 

診療連携拠点病院」、 「地域がん診療病院」 およびメサペイン®錠の 「治験関連施設」 の場合は、 「施設確認調

査シート」 のご提出は不要です。 
 
 

 

ご本人様確認後、 ユーザー登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、 「メサペイン
®
錠流通管理窓口」 

より、 「ユーザー登録完了のご連絡」 メールをお送りいたします。 
 

 

＜メールサンプル︓ユーザー登録完了のご連絡＞ 

 送信元 :info@e-teiyaku.jp 

 件名 : 【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】 ユーザー登録完了のご連絡 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 申請内容について確認が必要な場合、 登録完了までにお時間をいただくこともございますので、 ご了承ください。 

mailto:info@e-teiyaku.jp
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【５．初回ログインとパスワードの設定方法】 

 

「ユーザー登録完了のご連絡」 メールに記載されている URL から、 「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 へアクセスい

ただき、 パスワード設定を行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「処方医師」 として申請いただいた場合 

パスワード設定後、 詳細情報入力画面が表示されますので、 下記項目をご入力ください。 ご入力後、 誓約事項をご一読

いただき、ご同意いただける場合には 「誓約事項に関して同意する」 にチェックを入れ、 「確認」 をクリックしてください。 

 
＜必須項目＞ 

1. オピオイド鎮痛薬によるがん疼痛治療歴 [ 経験年数 ] 
 

 

＜任意で記載いただく項目＞関連する資格等がありましたらご入力ください。 

2. 緩和ケア研修会*修了書番号 

＊「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針について」 

 （平成 20 年 4 月 1 日付健発第 0401016 号）に準拠した緩和ケア研修会（日本緩和医療学会 PEACE 

 プロジェクト）を修了されていることは登録の要件ではありませんが、 未受講の場合は受講を強く推奨しております。 

3. 研修指導資格 

4. 認定医 ・ 専門医 
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【６. 適正使用講習および理解度確認試験】 

「処方可能医師」としての登録をご希望の場合、適正使用講習（e-learning または集合形式での講習）の受講および 

理解度確認試験での合格が必須となります。ここでは、適正使用講習（e-learning）および理解度確認試験につい 

て、ご説明いたします。 

なお、流通管理担当会社 MR が実施する適正使用講習（集合形式での講習）をご希望の場合は、担当 MR へお問い 

合わせください。 
 
 

① 適正使用講習（e-learning） 
「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 にログインいただき、 「e-learning」 のタブから 「e-learning一覧」 をクリックします。 

【はじめに】を受講した上で、各章にお進みください。「受講」をクリックしますと、適正使用講習（e-learning）が開始されます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医師用 

- 11 - 

 

 

適正使用講習（e-learning）は、「中断」ボタンをクリックすることで中断ができ、次回は受講を中断したところから

再開することができます。 

 

各章の講習受講完了後、「受講完了」ボタンで「e-learning一覧」に戻り、理解度確認試験を受けることができます。

また、他の章の講習・理解度確認試験に進むこともできます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医師用 

- 12 - 

 

 

② 理解度確認試験 

「テスト」内「開始」をクリックしますと、理解度確認試験を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解度確認試験の回答が終わりましたら、「確認」ボタンをクリックします。表示される回答で宜しければ、「採点」ボタン

をクリックしてください。 

 

 

理解度確認試験では、各章ごとに合格基準を設けております。合格基準に達しなかった場合には、間違えた問題

に関連するスライドを再ラーニングしていただき、再試験をお願いいたします。 
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不合格の場合、「e-learning一覧」画面のテスト「開始」ボタンが「再試験」のボタン表示になります。 「再試験」のボ

タンをクリックしていただくと試験結果画面が表示され、以下の図に示す通り間違えた試験問題の右上に「再ラーニング」

ボタンが表示されますので、間違えた問題すべてについて再ラーニングを受けてください。すべての「再ラーニング」を完了

すると、「再ラーニング実施済み」と表示され、再試験が受けられるようになります。 
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③ 「メサペイン®錠処方可能医師登録証明書」 

理解度確認試験に合格されますと、 「処方可能医師」 として登録され、 「メサペイン®錠処方可能医師登録証明書」 

が発行されます。 証明書は証明書印刷画面からダウンロードできます。 なお、登録においてご提出の必要はありませんの

で、 ご施設にて必要な場合にご利用ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
同時に、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 より、 「処方可能医師」 としての登録が完了した旨のメール 「本登録のお 

知らせ（処方可能医師）」 をお送りいたします。 

※ 施設確認調査シート（P8）が必要な場合は、施設確認調査シートをご提出いただくまで「処方可能医師」として 

の登録が完了せず、本剤の処方が出来ませんのでご注意ください。 
 

 

【7. 関連資材の閲覧方法】 

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 にログインいただき、 「関連資材」 のタブから、 関連資材を閲覧いただけます。 
 

 
 
 
 
 
 
 

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 に掲載している主な関連資材は、下記の通りです。 

・ 適正使用ガイド 

・使用成績調査（全例調査）最終報告  

・ｅ-learning 教材 

・ 総合製品情報概要 

・電子化された添付文書 

・再検査結果及び「使用上の注意」改訂のご案内 

・ インタビューフォーム 

・ 患者向け説明文書 

・ 痛みの治療日記 

・ 最新安全性情報  

・患者様の転院等に関してのお願い 
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【8. プロフィール等の変更方法】 

ご登録いただいた医療機関以外で、 メサペイン®錠を処方することはできません。 

下記の場合は、お手続きが必要です。 「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 の 「プロフィール」 より変更申請をいただくか、 

流通管理担当会社 MR または 「メサペイン®錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。 
 

 

・ ご登録の施設から異動 ・ 退職をした場合 

・ ご登録の施設以外で、 メサペイン®錠を処方する場合 

・ メールアドレス（ID）を変更した場合 

・ 地域連携に関連する機能（P17 参照）を追加する場合 

・ 婚姻等によりお名前が変わった場合（アカウントの譲渡、 共有はできません） 

・ 「適正使用講習（e-learning）」の受講を希望される場合 
 
 

※異動先 ・ 追加先の施設が MR による施設確認調査未実施の施設である場合、 「施設確認調査シート」（P8 参照）

のご提出等の必要なお手続きが完了するまでの間、メサペイン®錠をご処方頂けない場合がございますので、早めにお手続き

いただきますようお願いいたします。 

※下のお名前を変更されたい場合は、「メサペイン®錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。 

 
 

■プロフィール変更 

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 にログインいただき、 「管理機能」 のタブより、 「プロフィール変更」 をクリックしてく

ださい。 メールアドレス、 婚姻等によるお名前の変更、 施設の変更・追加や機能追加の申請等を行うことができます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロフィール変更画面 
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・ お名前、メールアドレス、診療科、電話番号の変更 

  変更内容を入力の上、「確認」ボタンをクリックしてください。 

 

・ 登録目的の変更、施設の変更や追加 

    変更内容を入力いただき、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。 

ご登録の施設以外でメサペイン®錠を処方する場合等は、複数施設のご登録が可能です。 

複数施設をご登録される場合は、「勤務先施設を追加する」ボタンをクリックしてください。 

なお、常勤先のご施設を「メイン施設」としてご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 地域連携に関連する機能（納入可能施設検索機能/処方可能医師検索機能）の追加申請（処方医師のみ） 

追加を希望される機能にチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックしてください。（P17 参照） 

 

 

 

 

・ 登録情報の削除 

「登録情報を削除する」にチェックを入れ、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。登録情報が削除

されますと処方を含む全ての機能がご利用できなくなります。 

  

変更の完了後、 「メサペイン
®
錠流通管理窓口」 よりメールをお送りいたします。 

 

 

なお、 異動先 ・ 追加先の施設で 「施設確認調査シート」（P8 参照）提出等の必要な手続きが完了していない場 

合は、 メサペイン®錠の処方はできませんのでご注意ください。 

 
※施設異動等により長期間ご連絡がつかない場合、 やむをえず登録を削除する場合がございます。 

ご不明な点がございましたら、 「メサペイン
®
錠流通管理窓口」 までご連絡ください。 

 
 
 
 

■パスワード変更 

「管理機能」 タブの 「パスワード変更」 から、 パスワードの変更を行うことができます。 

※パスワードの有効期限は 180 日間です。 
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【９. 地域連携に関連する機能の追加申請】 
プロフィール変更画面にて機能追加の申請を行うことにより、下記の機能の追加が可能です。任意機能のため、申請いただいた方

のみご利用いただけます。 

 

■メサペイン®錠を調剤可能な医療機関を検索する（納入可能施設検索機能） 
「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 にログインいただき、 「納入可能施設一覧」 のタブから、 調剤可能な施設を検索い

ただけます。検索結果が表示された場合は、調剤可能（納入可能施設）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メサペイン®錠を処方可能な医師を検索する（処方可能医師検索機能） 
「メサペイン®錠適正使用情報サイト」 にログインいただき、 「処方可能医師確認」 のタブから、施設ごとの処方可能医師

を検索いただけます。検索結果は、CSV形式で出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【10. その他お問い合わせに関して】 

■下記のことでお困りの場合は、 「メサペイン®錠流通管理窓口」 までお問い合わせください。 
 

 

・ 「調剤責任薬剤師」 の登録状況に関するお問い合わせ 

 メサペイン
®
錠を調剤するためには、 「調剤責任薬剤師」 のご登録が必要です（院内薬局含む）。 

 「調剤責任薬剤師」 の登録がある薬局をお調べいたします。 

地域連携に関連する機能の追加申請を行うことで、サイトでお調べいただくことも可能です。 
 

 

・ 患者さんの転院予定先地域の、メサペイン®錠の処方可能な施設に関するお問い合わせ 

 転院先地域の 「処方可能医師」 が登録されている施設等をお調べいたします。 

地域連携に関連する機能の追加申請を行うことで、サイトでお調べいただくことも可能です。 
 

 

■流通管理担当会社の変更を希望する場合 

 「メサペイン®錠流通管理窓口」 までご連絡ください。 
 

 

以上 
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ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話で下記までお問い合わせください。 

 
メサペイン®錠適正使用情報サイト ︓https://e-medinfo.com/e-teiyaku/  

 
 

メサペイン®錠流通管理窓口 ︓ＴＥＬ︓0120－030－642 

 受付時間 土日 ・ 祝日を除く 9︓00 ～ 21︓00 

 e-mail methapain-help@e-teiyaku.jp 

mailto:　e-mail　methapain-help@e-teiyaku.jp
mailto:　e-mail　methapain-help@e-teiyaku.jp

